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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
支持体と、一端がこの支持体に支持された第１のアームと、この第１のアームの他端部に
支持されるとともに前記第１のアームの一端から他端に至る延出方向とは逆向きに延出さ
れた第２のアームとを備え、これら第１、第２のアームを同一平面に設けるとともに、前
記第１のアームに圧電薄膜からなる圧電駆動電極と、前記第２のアームの支持部側に圧電
薄膜からなる第２の圧電駆動電極を設け、前記圧電駆動電極の駆動周波数を前記第１のア
ームの自己共振周波数と前記第２のアームの自己共振周波数との間に設定したことを特徴
とする圧電アクチュエータ。
【請求項２】
第１のアームにおける第２のアームの接続部分の厚みを前記第２のアームの厚みより大き
くしたことを特徴とする請求項１に記載の圧電アクチュエータ。
【請求項３】
光源から発せられた光線をミラーに照射し、前記ミラーを駆動させることにより反射光線
を掃引させる光線掃引装置において、前記ミラーを駆動させるアクチュエータは、支持体
と、一端がこの支持体に支持された第１のアームと、この第１のアームの他端に支持され
るとともに前記第１のアームの一端から他端に至る延出方向とは逆向きに延出された第２
のアームと、これら第１、第２のアームを同一平面に設けるとともに、前記第１のアーム
に圧電薄膜からなる圧電駆動電極と、前記第２のアームの支持部側に圧電薄膜からなる第
２の圧電駆動電極を設け、前記圧電駆動電極の駆動周波数を前記第１のアームの自己共振
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周波数と前記第２のアームの自己共振周波数との間に設定し、前記ミラーを前記第２のア
ームにおける他端側の表面に設けたことを特徴とする光線掃引装置。
【請求項４】
第１のアームにおける第２のアームの接続部分の厚みを前記第２のアームの厚みより大き
くしたことを特徴とする請求項３に記載の光線掃引装置。
【請求項５】
第２のアームにおいてミラーが設けられた領域の厚みを他の部分の厚みより大きくしたこ
とを特徴とする請求項３に記載の光線掃引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧電駆動型のアクチュエータおよびこれを用いた光線掃引装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、レーザープリンタなどに用いられるレーザーから発せられた光線を掃引する光線
掃引装置としては、多角形状の回転体の側面にミラーを設けたポリゴンミラーが用いられ
、このポリゴンミラーを回転させることにより感光体ドラムの走査面上にレーザー光線を
掃引させていた。
【０００３】
　なお、この出願の発明に関する先行技術文献情報としては、例えば、特許文献１が知ら
れている。
【特許文献１】特開平１１－２８１９０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そして、近年カラーレーザープリンタの普及やプリンタの小型化に伴い、光線掃引装置
の小型化が命題となっている。
【０００５】
　しかしながら、ポリゴンミラーを用いた光線掃引装置においては、ポリゴンミラーを小
型化することに加え、このポリゴンミラーを駆動させる駆動装置が別途必要となるためそ
の小型化が非常に困難なものとなっていた。
【０００６】
　そこで、本発明はこのような問題を解決し光線掃引装置を小型化することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そして、この目的を達成するために本発明は、光源から発せられた光線を掃引させるア
クチュエータを、支持体と、一端がこの支持体に支持された第１のアームと、この第１の
アームの他端部に支持されるとともに前記第１のアームの一端から他端に至る延出方向と
は逆向きに延出された第２のアームとを備え、これら第１、第２のアームを同一平面に設
けるとともに、前記第１のアームに圧電薄膜からなる圧電駆動電極と、前記第２のアーム
の支持部側に圧電薄膜からなる第２の圧電駆動電極を設け、前記圧電駆動電極の駆動周波
数を前記第１のアームの自己共振周波数と前記第２のアームの自己共振周波数との間に設
定したものである。
【発明の効果】
【０００８】
　このような構成とすることで、光線を掃引させる為のアクチュエータを小型化でき、ひ
いてはこのアクチュエータを用いた光線掃引装置を小型化できるのである。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００９】
　以下、本発明の一実施形態について図を用いて説明する。
【００１０】
　図１はレーザービームプリンタの感光ユニットを模式的に表したものであり、光源とな
るレーザー１と、このレーザー１から発せられたレーザー光線２が照射される感光ドラム
３と、レーザー光線２を反射させるとともにその反射方向を可変させることでレーザー光
線２を感光ドラム３の走査面上を掃引させる光線掃引装置４により形成されている。
【００１１】
　そして、この感光ユニットに用いられる光線掃引装置４におけるミラー５を駆動させる
圧電アクチュエータ６は図２に示されるように、基本的にシリコン基板をベースとしたも
ので、外部取り付け用に設けられた支持体７から一方向に延出された第１のアーム８と、
この第１のアーム８の先端部分から支持体７側に向けて延出された第２のアーム９がシリ
コン基板で一体に形成されており、第１のアーム８の支持体７側の表面に圧電駆動電極１
０が設けられた構成となっている。
【００１２】
　また、この圧電駆動電極１０の構成は、図３に示されるようにチタン酸ジルコン酸鉛（
ＰＺＴ）により形成された圧電薄膜１１を上部電極１２と下部電極１３により挟み込んだ
構成であり、これらの上部電極１２、下部電極１３および圧電薄膜１１は第１のアーム８
を形成するシリコン基板上に順次スパッタリングにより形成されるものである。
【００１３】
　また、図２に示される第２のアーム９の開放端側に設けられているミラー５は金やアル
ミの層として形成されるもので、この層も圧電駆動電極１０と同様にスパッタリングによ
り形成されるものである。
【００１４】
　そして、この圧電アクチュエータ６は図３に示される上部電極１２と下部電極１３との
間に駆動電圧を印加することにより圧電駆動電極１０が上下方向に撓むため、この撓みに
より第１のアーム８及び第２のアーム９が上下方向に撓むことになり、この第２のアーム
９の撓みによりその表面に形成されたミラー５の角度が変化することが出来るものである
。
【００１５】
　具体的には図４に示されるように、先ず第１のアーム８が圧電駆動電極１０により機械
的に下方に撓ませた場合、第１のアーム８の先端部分に支持されている第２のアーム９の
支持部１４が矢印１５で示すように下方に移動することになるが、第２のアーム９は先端
側の慣性モーメントにより矢印１６で示すように上方に撓むこととなる。次に第１のアー
ム８を圧電駆動電極１０により機械的に上方に撓ませた場合、第１のアーム８の先端に支
持されている第２のアーム９の支持部１４が矢印１７で示すように上方に移動することに
なるが、第２のアーム９は先端側の慣性モーメントにより矢印１８で示すように下方に撓
むこととなる。
【００１６】
　この構成によれば、ミラー５の傾斜角の可変幅が第１のアーム８の撓み角と第２のアー
ム９の撓み角との合成により形成されるため、圧電アクチュエータ６として大きな可変幅
を確保することができ、圧電アクチュエータ６を小型のものと出来る構造となっている。
【００１７】
　また、図２に示されるように長さの違う第１、第２のアーム８，９を一体的に振動させ
る場合、第１のアーム８と第２のアーム９における自己共振周波数が異なるため、この圧
電アクチュエータ６の周波数特性は図５に示されるように、２つの共振周波数１９，２０
間に比較的周波数特性が平坦となる領域２１が形成されることとなる。
【００１８】
　そこで、この２つの共振周波数１９，２０間の比較的周波数特性が平坦となる領域２１
において圧電駆動電極１０の駆動周波数を設定することで、周波数変動に対して撓み特性
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の変化が生じにくい安定した圧電アクチュエータ６を形成できるのである。
【００１９】
　すなわち、圧電アクチュエータ６を駆動するにあたりその撓み量を大きくしようとした
場合、通常、圧電駆動電極１０の駆動周波数を第１、第２のアーム８，９の自己共振周波
数１９，２０のいずれか、例えば自己共振特性が大きい第２のアーム９の自己共振周波数
２０に合わせることにより、圧電アクチュエータ６として大きな撓みを発生することが出
来るのであるが、この自己共振周波数２０の領域においては周波数変動に対する撓み量の
変化が大きくなることから、この撓み量を安定化させるには圧電駆動電極１０に対する駆
動周波数を非常に厳格に制御しなければならず、また、経時変化に伴う自己共振周波数２
０の変動により製品寿命が短命なものとなってしまうが、先に述べたように周波数特性の
安定した領域２１に圧電駆動電極１０の駆動周波数を確保することで、そのような問題が
解決できるのである。
【００２０】
　なお、圧電駆動電極１０の駆動周波数を第１のアーム８の自己共振周波数１９と第２の
アーム９の自己共振周波数２０との間に設定することで、撓み量が周波数特性のピークの
時のものと比べて減少するが、撓み量の減少を抑制するにあたっては破線に示されるよう
に第１、第２のアーム８，９の自己共振周波数１９，２０を近づけることで、２つの自己
共振周波数１９，２０間における周波数特性の安定した領域２１の撓み量が見かけ上底上
げされ、圧電アクチュエータ６の撓み量の減少を抑制することが出来るのである。
【００２１】
　また、この圧電アクチュエータ６を用いて光線掃引装置４を形成する場合、第２のアー
ム９の撓み量が重要となるのであるが、レーザー１から発せられたレーザー光線２をミラ
ー５で反射させながらその反射角を可変させることで感光ドラム３の走査線上に正確に掃
引させなければならず、第２のアーム９のミラー５が設けられる領域が撓むことは好まし
くなく、この領域における撓みを抑制するため図３に示されるように、ミラー５が設けら
れる領域での第２のアーム９の厚みを大きくし基板強度を上げることが望ましい。
【００２２】
　さらに第１のアーム８の先端部分、つまり第２のアーム９の支持部１４となる領域にお
いても同様に厚みを大きくし基板強度を上げることが望ましい。
【００２３】
　なお、このような圧電アクチュエータ６において撓み量を大きくするには、第２のアー
ム９の支持部１４側に対して、さらに、破線で示す圧電駆動電極２２を設けることでその
駆動力が上乗せされて撓み量を大きくすることが出来るのである。ただし、第１のアーム
８と第２のアーム９は図４で示したようにその撓み方向が逆向きとなることから、第１の
アーム８に設けられた圧電駆動電極１０と第２のアーム９に設けられた圧電駆動電極２２
はそれぞれ駆動電圧が反転するように制御するものである。
【産業上の利用可能性】
【００２４】
　本発明は、圧電駆動型のアクチュエータおよびこれを用いた光線掃引装置に関して小型
化できるという効果を有し、特にレーザープリンタ用途に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態における感光体ユニットの模式図
【図２】同感光体ユニットに用いられる圧電アクチュエータの上面図
【図３】同圧電アクチュエータに用いられる圧電駆動電極の断面図
【図４】同圧電アクチュエータの動作状態を示す模式図
【図５】同圧電アクチュエータの周波数特性図
【符号の説明】
【００２６】
　１　光源（レーザー）
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　２　光線（レーザー光線）
　４　光線掃引装置
　５　ミラー
　６　圧電アクチュエータ
　７　支持体
　８　第１のアーム
　９　第２のアーム
　１０　圧電駆動電極
　１１　圧電薄膜

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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